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1. 強化指定選手・次世代育成選手の選考基準について 

日本車いすテニス協会強化部は、透明性のある選手選考基準を明確にし、パラリンピック等で優秀な成

績を収めるため以下のとおり今年度における選考基準を提示する。 
 

2. 選考に際しての基準とした事項 

① 日本車いすテニス協会(JWTA)に登録していること。 

② 国際テニス連盟(ＩＴＦ)に登録していること。 

③ 健康上の問題が無く、車いすテニスを行う上で心身ともに適した状態であること。 

④ 日本の代表に相応しい人材として、礼節と規律を遵守し、他の選手の模範であること。 

⑤ 強化選手選考基準は、指定ランク条件の何れかに該当していること。( ※１、２、３) 

  (全クラス共通) ・特Ａランク選考基準  2016リオパラリンピックメダル獲得者 

(男子クラス) ・Ａランク選考基準世界ランキング  １位～１２位 

・Ｂランク選考基準世界ランキング １３位～２２位 

・Ｃランク選考基準世界ランキング ２３位～３２位 

(女子クラス) ・Ａランク選考基準世界ランキング  １位～１０位 

・Ｂランク選考基準世界ランキング １１位～２０位 

  (クアードクラス) ・Ａランク選考基準世界ランキング   １位～８位 

・Ｂランク選考基準世界ランキング  ９位～１６位 

※各クラスに D ランクナショナルスタッフ推薦枠を設け、随時強化部において厳正に審査し理事会で決定す

る。 

※指定ランクの高い順から優先的に助成金を分配していきます。（ 参考：特 A ＞ A ＞ B ＞ C ＞ D ） 

⑥ 次世代育成選手選考基準は、2020・2024年パラリンピックに向けて将来性を期待できる選手に限り、 

強化部にて厳正に審査し理事会で決定する。( ※１、２、３) 

⑦ 強化指定選手の更新・追加は年２回(4月・10 月)。次世代育成選手は随時追加・更新とする。 

⑧ パラリンピック開催年の強化指定選手は、パラリンピック出場予定選手のみ選考とする。 

 

3. 尊守事項 

 指定された合宿への参加 

 指定された国際大会への出場 

 指定された当協会事業への参加協力 

 大会出場予定の報告 

 健康など医学的状況変化の報告 

※ 尊守出来ない場合は強化部に理由を書面にて申告し、了解を得なければならない。 
 

4. 遵守事項 

 アンチ・ドーピングに関する規定 

 日本パラリンピック委員会、国際テニス連盟、日本車いすテニス協会などの規則     

※ １ 積極的に国内外の試合に参加するなど、技術向上に勤める姿勢などを評価し選考の対象とする。 

※ ２ 満 15歳以上で、自立した行動がとれる者に限る。 

※ ３  選手の活動意向が本事業の本質に沿わない場合には、選考の対象とはならない。 

 


